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新生活を迎える3月から4月に増加する傾向があります。
そこで、引越のトラブルに関する相談の特徴や消費者へのアドバイスを整理し、
消費者への注意を呼びかけます。

2024年度の「引越」に関する相談受付年月別相談件数



〒770-0831 徳島市寺島本町西１丁目５番地アミコビル東館７階
・相談電話📞０８８-６２３-０１１０・啓発受付📞０８８-６２５-８２８５
・事務担当📞０８８-６２３-０６１２・ﾌｧｸｼﾐﾘ📠 ０８８-６２３-０１７４
【電子メール】t-shouhi@mail.pref.tokushima.lg.jp
【ホームページ】https://www.pref.tokushima.lg.jp/shohi/

お問い合わせ先：徳島県消費者情報センター

テレビショッピングでは
テレビ広告以外の情報もしっかり確認

【アドバイス】
● テレビショッピングに関する相談が依然として寄せられてい

ます。テレビショッピングでは、購入の際実物を確認できま
せん。注文する際は、テレビ広告の情報だけでなく、商品の
使用感やサイズなどについて電話口でもよく確認しましょう。

● テレビショッピングは通信販売に当たるため、クーリング・
オフはありません。テレビ広告で返品特約が適正に示されて
いる場合は、返品・解約の条件はその特約に基づきます。
返品可能でも、未開封に限られていたり、期限が設けられたり
している場合もあるので、よく確認しましょう。

【相談事例】
先週、母がテレビショッピングで紹介されているマッサージ

器を見て電話で注文した。さっそく使ってみたところ、叩く力
が強すぎて使えないと感じたようだ。母はすぐに事業者に「返
品したい」と電話で連絡したが「通電した商品の返品はできな
い。注文時の電話でも説明している」と言い、返品に応じな
かったようだ。使えないのであれば返品したい。
( 当事者:80 歳)

引用：国セン発行見守り新鮮情第報535号


